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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 印 刷 ジ ョ ブ に 基 づ い て 印 刷 さ れ た 仕 上 げ 処 理 す る 仕 上 げ 処 理 装 置 と
、 該 仕 上 げ 処 理 装 置 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 通 信 可 能 で あ り 、 前 記 仕 上 げ 処 理
の 指 示 を 管 理 す る 情 報 装 置 と を 備 え る 印 刷 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 仕 上 げ 処 理 装 置 は 、
　 前 記 に 実 行 す る 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 特 定 す る た め の 特 定 情 報 を 入 力 す る 入 力 手 段 と
、
　 前 記 入 力 手 段 に よ り 入 力 さ れ た 特 定 情 報 に 基 づ い て 、 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 指 示 す る た め
の 複 数 の 指 示 情 報 を 保 持 す る 前 記 情 報 装 置 に 対 し て 、 前 記 特 定 情 報 に 対 す る 指 示 情 報
を 取 得 す る 取 得 要 求 を 行 う 要 求 手 段 と 、
　 前 記 要 求 手 段 に よ る 取 得 要 求 に 応 じ て 、 前 記 装 置 で 取 得 し た 該 指 示 情 報 に 基 づ
い て 前 記 に 対 し て 仕 上 げ 処 理 を 行 う 仕 上 げ 処 理 手 段 と を 備 え 、
　 前 記 情 報 装 置 は 、
　 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 指 示 す る た め の 複 数 の 指 示 情 報 を 保 持 す る 保 持 手 段 と 、
　 前 記 仕 上 げ 処 理 装 置 か ら 入 力 さ れ た 前 記 取 得 要 求 に 応 じ て 、 該 取 得 要 求 に 対 応 す る 指 示
情 報 を 前 記 保 持 手 段 か ら 選 択 す る 選 択 手 段 と を 備 え る
こ と を 特 徴 と す る 印 刷 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 印 刷 ジ ョ ブ に 基 づ い て 印 刷 さ れ た 仕 上 げ 処 理 す る 仕 上 げ 処 理 装 置 と
、 該 仕 上 げ 処 理 装 置 と ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 通 信 可 能 で あ り 、 前 記 仕 上 げ 処 理
の 指 示 を 管 理 す る 情 報 装 置 と を 備 え る 印 刷 処 理 シ ス テ ム の 制 御 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 仕 上 げ 処 理 装 置 に 、
　 前 記 に 実 行 す る 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 特 定 す る た め の 特 定 情 報 を 入 力 す る 入 力 工 程 と
、
　 前 記 入 力 工 程 に よ り 入 力 さ れ た 特 定 情 報 に 基 づ い て 、 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 指 示 す る た め
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の 複 数 の 指 示 情 報 を 保 持 す る 前 記 情 報 装 置 に 対 し て 、 前 記 特 定 情 報 に 対 す る 指 示 情 報
を 取 得 す る 取 得 要 求 を 行 う 要 求 工 程 と 、
　 前 記 要 求 工 程 に よ る 取 得 要 求 に 応 じ て 、 前 記 情 報 装 置 で 取 得 し た 指 示 情 報 に 基 づ い
て 前 記 に 対 し て 仕 上 げ 処 理 を 行 う 仕 上 げ 処 理 工 程 と を 実 行 さ せ 、
　 前 記 情 報 装 置 に 、
　 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 指 示 す る た め の 複 数 の 指 示 情 報 を 保 持 す る 保 持 工 程 と 、
　 前 記 仕 上 げ 処 理 装 置 か ら 入 力 さ れ た 前 記 取 得 要 求 に 応 じ て 、 該 取 得 要 求 に 対 応 す る 指 示
情 報 を 前 記 保 持 手 段 か ら 選 択 す る 選 択 工 程 と を 実 行 さ せ る
こ と を 特 徴 と す る 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 可 能 で あ り 、 印 刷 ジ ョ ブ に 基 づ い て 印 刷 さ れ た に 対 し て 仕 上 げ
処 理 を 行 う 仕 上 げ 処 理 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 に 実 行 す る 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 特 定 す る た め の 特 定 情 報 を 入 力 す る 入 力 手 段 と
、
　 前 記 入 力 手 段 に よ り 入 力 さ れ た 前 記 特 定 情 報 に 基 づ い て 、 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 指 示 す る
た め の 複 数 の 指 示 情 報 を 保 持 す る 情 報 装 置 に 対 し て 、 前 記 特 定 情 報 に 対 す る 指 示 情 報
を 取 得 す る 取 得 要 求 を 行 う 要 求 手 段 と 、
　 前 記 要 求 手 段 に よ る 取 得 要 求 に 応 じ て 、 前 記 装 置 か ら 指 示 情 報 を 取 得 し 、 取 得
し た 前 記 指 示 情 報 に 基 づ い て 前 記 に 対 し て 仕 上 げ 処 理 を 行 う 仕 上 げ 処 理 手 段 と 、 を 備
え る こ と を 特 徴 と す る 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 所 定 に 形 成 さ れ た を 読 み 取 っ て 前 記 特 定 情 報 を 抽 出 す る 抽 出 手 段 を さ
ら に 備 え 、
　 前 記 入 力 手 段 が 、 前 記 抽 出 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 前 記 特 定 情 報 を 入 力 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 仕 上 げ 処 理 手 段 に よ っ て 前 記 に 対 し て 前 記 指 示 情 報 に 基 づ く 内 容 で 仕 上 げ 処 理
を 実 行 で き る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、
　 前 記 指 示 情 報 に 基 づ く 内 容 で 仕 上 げ 処 理 が 実 行 で き な い 場 合 、
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を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 又 は に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 警 告 手 段 に よ り 警 告 を 行 う 場 合 、 前 記 に 対 す る 仕 上 げ 処 理 の 実 行 を 禁 止 す る 禁
止 手 段 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 Ｉ Ｃ タ グ 記 憶 さ れ た 情 報 を 読 み 出 し て 前 記 特 定 情 報 を 抽 出 す る 抽 出 手 段 を さ ら に 備 え
、
　 前 記 入 力 手 段 が 、 前 記 抽 出 手 段 に よ り 抽 出 さ れ た 前 記 特 定 情 報 を 入 力 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 入 力 手 段 は 、 操 作 部 を 介 し た ユ ー ザ の 操 作 に 応 じ て 、 前 記 特 定 情 報 を 入 力 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 判 定 手 段 が 、 前 記 仕 上 げ 処 理 手 段 に 前 記 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 実 行 す る た め に 必 な

が 供 給 さ れ て い る か 否 か 、 或 い は 、 該 に つ い て 、 前 記 指 示 情 報 に 基 づ く
を 実 行 す る た め に 必 要 な 量 が 供 給 さ れ て い る か 否 か に よ っ て 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 判 定 手 段 は 、 前 記 仕 上 げ 処 理 手 段 に お い て 前 記 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 実 行 す る た め に
必 要 な 数 が 、 該 仕 上 げ 処 理 手 段 に お け る 綴 じ 能 力 を 超 え て い る か 否 か を 判 定 す る こ
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と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 判 定 手 段 は 、 前 記 仕 上 げ 処 理 手 段 に お い て 前 記 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 実 行 す る た め に
必 要 な の 厚 さ が 、 該 仕 上 げ 処 理 手 段 に お け る 綴 じ 能 力 を 超 え て い る か 否 か を 判 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 入 力 手 段 は 、 操 作 部 を 介 し た ユ ー ザ の 操 作 に 応 じ て 、 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を す る
こ と が 可 能 で あ り 、
　 前 記 入 力 手 段 に よ り 仕 上 げ 処 理 の 内 容 が さ れ た 場 合 、 前 記 情 報 処 理 装 置 に 取 得 要 求
を 行 う こ と な く 、 前 記 仕 上 げ 処 理 手 段 に よ る 仕 上 げ 処 理 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 可 能 で あ り 、 印 刷 ジ ョ ブ に 基 づ い て 印 刷 さ れ た 用 紙 に 対 し て 仕 上 げ
処 理 を 行 う 仕 上 げ 処 理 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 用 紙 に 実 行 す る 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 特 定 す る た め の 特 定 情 報 を 入 力 す る 入 力 工 程 と
、
　 前 記 入 力 工 程 に よ り 入 力 さ れ た 前 記 特 定 情 報 に 基 づ い て 、 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 指 示 す る
た め の 複 数 の 指 示 情 報 を 保 持 す る 情 報 処 理 装 置 に 対 し て 、 前 記 特 定 情 報 に 対 す る 指 示 情 報
を 取 得 す る 取 得 要 求 を 行 う 要 求 工 程 と 、
　 前 記 要 求 工 程 に よ る 取 得 要 求 に 応 じ て 、 前 記 情 報 処 理 装 置 か ら 指 示 情 報 を 取 得 し 、 取 得
し た 前 記 指 示 情 報 に 基 づ い て 前 記 用 紙 に 対 し て 仕 上 げ 処 理 を 行 う 仕 上 げ 処 理 工 程 と 、 を 備
え る こ と を 特 徴 と す る 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 所 定 の 用 紙 に 形 成 さ れ た バ ー コ ー ド を 読 み 取 っ て 前 記 特 定 情 報 を 抽 出 す る 抽 出 工 程 を さ
ら に 備 え 、
　 前 記 入 力 工 程 が 、 前 記 抽 出 工 程 に よ り 抽 出 さ れ た 前 記 特 定 情 報 を 入 力 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 仕 上 げ 処 理 工 程 に よ っ て 前 記 用 紙 に 対 し て 前 記 指 示 情 報 に 基 づ く 内 容 で 仕 上 げ 処 理
を 実 行 で き る か 否 か を 判 定 す る 判 定 工 程 と 、
　 前 記 指 示 情 報 に 基 づ く 内 容 で 仕 上 げ 処 理 が 実 行 で き な い 場 合 、 当 該 指 示 情 報 に 基 づ く 仕
上 げ 処 理 を 実 行 で き な い こ と を 示 す 警 告 を 行 う 警 告 工 程 と
を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ 又 は １ ４ に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 警 告 工 程 に よ り 警 告 を 行 う 場 合 、 前 記 用 紙 に 対 す る 仕 上 げ 処 理 の 実 行 を 禁 止 す る 禁
止 工 程 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 Ｉ Ｃ タ グ に 記 憶 さ れ た 情 報 を 読 み 出 し て 前 記 特 定 情 報 を 抽 出 す る 抽 出 工 程 を さ ら に 備 え
、
　 前 記 入 力 工 程 が 、 前 記 抽 出 工 程 に よ り 抽 出 さ れ た 前 記 特 定 情 報 を 入 力 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 入 力 工 程 は 、 操 作 部 を 介 し た ユ ー ザ の 操 作 に 応 じ て 、 前 記 特 定 情 報 を 入 力 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 判 定 工 程 が 、 前 記 仕 上 げ 処 理 工 程 に 前 記 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 実 行 す る た め に 必 要 な
消 耗 品 が 供 給 さ れ て い る か 否 か 、 或 い は 、 該 消 耗 品 に つ い て 、 前 記 指 示 情 報 に 基 づ く 処 理
を 実 行 す る た め に 必 要 な 量 が 供 給 さ れ て い る か 否 か に よ っ て 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ ５ に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
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　 前 記 判 定 工 程 は 、 前 記 仕 上 げ 処 理 工 程 に お い て 前 記 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 実 行 す る た め に
必 要 な 用 紙 の 数 が 、 該 仕 上 げ 処 理 工 程 に お け る 綴 じ 能 力 を 超 え て い る か 否 か を 判 定 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 前 記 判 定 工 程 は 、 前 記 仕 上 げ 処 理 工 程 に お い て 前 記 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 実 行 す る た め に
必 要 な 用 紙 の 厚 さ が 、 該 仕 上 げ 処 理 工 程 に お け る 綴 じ 能 力 を 超 え て い る か 否 か を 判 定 す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 前 記 入 力 工 程 は 、 操 作 部 を 介 し た ユ ー ザ の 操 作 に 応 じ て 、 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 入 力 す る
こ と が 可 能 で あ り 、
　 前 記 入 力 工 程 に よ り 仕 上 げ 処 理 の 内 容 が 入 力 さ れ た 場 合 、 前 記 情 報 処 理 装 置 に 取 得 要 求
を 行 う こ と な く 、 前 記 仕 上 げ 処 理 工 程 に よ る 仕 上 げ 処 理 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ３ に 記 載 の 仕 上 げ 処 理 方 法 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 ネ ッ ト ワ ー ク に 接 続 可 能 で あ り 、 印 刷 ジ ョ ブ に 基 づ い て 印 刷 さ れ た 用 紙 に 対 し て 仕 上 げ
処 理 を 行 う 仕 上 げ 処 理 装 置 の 制 御 プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 前 記 用 紙 に 実 行 す る 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 特 定 す る た め の 特 定 情 報 を 入 力 す る 入 力 工 程 と
、
　 前 記 入 力 工 程 に よ り 入 力 さ れ た 前 記 特 定 情 報 に 基 づ い て 、 仕 上 げ 処 理 の 内 容 を 指 示 す る
た め の 複 数 の 指 示 情 報 を 保 持 す る 情 報 処 理 装 置 に 対 し て 、 前 記 特 定 情 報 に 対 す る 指 示 情 報
を 取 得 す る 取 得 要 求 を 行 う 要 求 工 程 と 、
　 前 記 要 求 工 程 に よ る 取 得 要 求 に 応 じ て 、 前 記 情 報 処 理 装 置 か ら 指 示 情 報 を 取 得 し 、 取 得
し た 前 記 指 示 情 報 に 基 づ い て 前 記 用 紙 に 対 し て 仕 上 げ 処 理 を 行 う 仕 上 げ 処 理 工 程 と 、
　 を 仕 上 げ 処 理 装 置 に 実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 制 御 プ ロ グ ラ ム 。
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